
規 則

�愛媛県規則第３２号
愛媛県食の安全安心推進条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２３年７月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県食の安全安心推進条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県食の安全安心推進条例施行規則（平成２１年愛媛県規則第２３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（自主回収の着手又は終了の報告）

第２条 省略

２・３ 省略

４ 第１項及び前項の規定により知事に提出する書類は、次の表の

左欄に掲げる回収理由の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げ

る機関を経由しなければならない。この場合において、経由すべ

き機関が２以上あるときは、それらの機関のうち、いずれかの機

関を経由すれば足りる。

（自主回収の着手又は終了の報告）

第２条 省略

２・３ 省略

４ 第１項及び前項の規定により知事に提出する書類は、次の表の

左欄に掲げる回収理由の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げ

る機関を経由しなければならない。この場合において、経由すべ

き機関が２以上あるときは、それらの機関のうち、いずれかの機

関を経由すれば足りる。

回収理由 機関 回収理由 機関

省略 省略

農薬取締法（昭和２３年法律第８２号）、農林物資の

規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和

２５年法律第１７５号）、不当景品類及び不当表示防止

法（昭和３７年法律第１３４号）又は米穀等の取引等に

係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律

（平成２１年法律第２６号）の規定に違反し、又は違

省略 農薬取締法（昭和２３年法律第８２号）、農林物資の

規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和

２５年法律第１７５号）又は不当景品類及び不当表示防

止法（昭和３７年法律第１３４号）

の規定に違反し、又は違

省略
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�愛媛県告示第８４１号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１４条及び第１１８条の

規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官候

補生の募集期間を次のとおり告示する。

平成２３年７月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 男子（平成２３年度３・４月採用分）

平成２３年８月１日（月）から

９月９日（金）まで

２ 女子（平成２３年度３・４月採用分）

平成２３年８月１日（月）から

９月９日（金）まで

反するおそれがあること。 反するおそれがあること。

省略 省略

様式第１号（第２条、様式第２号関係） 自主回収着手報告書

（表） 省略

（裏）

様式第１号（第２条、様式第２号関係） 自主回収着手報告書

（表） 省略

（裏）

省略 省略

注１～４ 省略

５ 「回収方法等」欄は、回収方法、回収情報の周知方法、問

合せ先 、回収する食品等の保管場所、回収を終了する予

定時期等を記載すること。

６ 「回収理由」欄は愛媛県食の安全安心推進条例施行規則

（平成２１年愛媛県規則第２３号）第２条第４項の表回収理由の

欄に規定する法律

のうち、該当する法律を全て 記載し、当該

法律に違反し、又は違反するおそれがある内容を記載するこ

と。

７・８ 省略

注１～４ 省略

５ 「回収方法等」欄は、回収方法、回収情報の周知方法、問

い合わせ先、回収する食品等の保管場所、回収を終了する予

定時期等を記載すること。

６ 「回収理由」欄は、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）

及び健康増進法（平成１４年法律第１０３号）、農薬取締法（昭

和２３年法律第８２号）、農林物資の規格化及び品質表示の適正

化に関する法律（昭和２５年法律第１７５号）及び不当景品類及

び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号）、飼料の安全性

の確保及び品質の改善に関する法律（昭和２８年法律第３５号）

及び薬事法（昭和３５年法律第１４５号）並びに計量法（平成４

年法律第５１号）のうち、該当する法律をすべて記載し、当該

法律に違反し、又は違反するおそれがある内容を記載するこ

と。

７・８ 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第８４２号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官

候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のとおり定める。

平成２３年７月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

（男子）

平成２３年９月１７日（土）
新居浜市八雲町７番１号 新居浜工業高等専門学校 新居浜市、西条市及び四国中央市

今治市別宮町一丁目４番地１ 今治市民会館 今治市及び越智郡

松山市文京町４番地２ 松山大学
松山市、伊予市、東温市、上浮穴郡及

び伊予郡

大洲市大洲６９０番地１ 大洲市役所
八幡浜市、大洲市、西予市、喜多郡及

び西宇和郡

愛 媛 県 報平成２３年７月１日 第２２８０号
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�愛媛県告示第８４３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２３年７月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

グリーンモール・松山 松山市天山一丁目１３
番５号 大規模小売店舗の所在地 松山市天山町２７３番

地
松山市天山一丁目１３
番５号

平成１２年
２月２８日

平成２３年
６月２３日

大規模小売店舗を設置する者
の氏名又は名称及び住所並び
に法人にあっては代表者の氏
名

有限会社加藤勧業
松山市天山町２７３番
地
代表取締役
加藤 哲朗

有限会社加藤勧業
松山市天山一丁目６
番２５号
代表取締役
加藤 豊子

平成２２年
８月２０日
外

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第８４４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２３年７月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

グリーンモール・松山 松山市天山一丁目１３
番５号

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻 午前９時 午前８時 平成２３年

７月１日
平成２３年
６月２３日

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前８時３０分から午
後１１時３０分まで

午前７時３０分から午
後１１時３０分まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

宇和島市曙町１番地 宇和島市役所 宇和島市、北宇和郡及び南宇和郡

（女子）

平成２３年９月２５日（日）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

愛 媛 県 報平成２３年７月１日 第２２８０号

５８４
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興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第８４５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

平成２３年７月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

イオンモール新居浜 新居浜市前田町８番
８号

大規模小売店舗において小売
業を行う者

イオンリテール株式
会社ほか６４者

イオンリテール株式
会社ほか６８者

平成２３年
４月２２日
外

平成２３年
６月２３日

大規模小売店舗を設置する者
の氏名又は名称及び住所並び
に法人にあっては代表者の氏
名

イオンモール株式会
社
千葉県千葉市美浜区
中瀬一丁目５番地１
代表取締役
村上 教行

イオンモール株式会
社
千葉県千葉市美浜区
中瀬一丁目５番地１
代表取締役
岡崎 双一

平成２３年
５月１１日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第８４６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２３年７月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

イオンモール新居浜 新居浜市前田町８番
８号

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻 午前９時 午前８時 平成２３年

７月１日
平成２３年
６月２３日

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前８時３０分から午
後１１時３０分まで

午前７時３０分から午
後１１時３０分まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

愛 媛 県 報平成２３年７月１日 第２２８０号

５８５
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�愛媛県告示第８４７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

今治市菊間町川上、松尾、池原及び浜地域に係る県営土地改良事業

計画を定めたので、同条第５項の規定により、次のとおり当該土地

改良事業計画書の写しを縦覧に供する。

平成２３年７月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・歌仙地区）計

画書の写し

２ 縦覧期間

平成２３年７月４日から平成２３年８月１日まで

３ 縦覧場所

今治市役所菊間支所

�������
�愛媛県告示第８４８号
漁業災害補償法（昭和３９年法律第１５８号）第１１８条第３項の規定に

より、一定の水域を次のように定める。

平成２３年７月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ かき養殖業

加入区の名称 区 域

燧灘第９加入区 燧特区第１１３号漁業権漁場の区域

２ １年貝真珠養殖業又は２年貝真珠養殖業

加入区の名称 区 域

宇和海第２４５加入区 宇区第２５９号漁業権漁場の区域

�������
�愛媛県告示第８５０号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量を実施する旨の通

知があった。

平成２３年７月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（国土調査に伴う基準点測量）

２ 作業期間 平成２３年８月１７日から

平成２４年２月２８日まで

３ 作業地域 西条市、上島町

�������
�愛媛県告示第８５１号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量を実施する旨の通

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第８４９号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１０条の規定に基づき、平成２３年７月１日次のように区画漁業を免許した。

平成２３年７月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

免 許 番 号 漁 業 権 者 の 住 所 及 び 氏 名 免 許 の 内 容 漁 業 権 の 存 続 期 間

宇区第２５９号 宇和島市下波３０４８番地
下波漁業協同組合 外８名

平成２３年４月１日付け愛媛県
告示第４５７号のとおり

平成２３年７月１日から
平成２６年３月３１日まで

燧特区第１１２号 西条市ひうち字東ひうち２７番
西条市ひうち漁業協同組合 〃 〃

燧特区第１１３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３９２号 宇和島市下波３０４８番地
下波漁業協同組合 〃 〃

宇特区第３９３号 〃
〃 〃 〃

愛 媛 県 報平成２３年７月１日 第２２８０号

５８６
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知があった。

平成２３年７月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（重点地域高精度三次元測量）

２ 作業期間 平成２３年８月１日から

平成２４年２月２８日まで

３ 作業地域 宇和島市、愛南町

�������
�愛媛県告示第８５２号
介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第３条第１項第２号

の規定により、次のとおり介護員養成研修事業者を指定した。

平成２３年７月１日

愛媛県東予地方局長 沖 哲 志

�愛媛県告示第８５３号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２３年７月１日

愛媛県東予地方局長 沖 哲 志

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２３年６月２２日

３ 指定道路の位置

四国中央市妻鳥町字五反地１６４番４、１６５番７、１６３番２地先農

道及び１６５番７地先水路

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ３６．９８メートル

� 幅員 ４．００メートル

�������
�愛媛県告示第８５５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第１項の規定に

より、松山市から協議のあった市営土地改良事業（農業用道路整備

事業・睦月地区）の計画の変更に平成２３年５月１１日同意した。

平成２３年７月１日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�������
�愛媛県告示第８５６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第１項の規定に

より、松山市から協議のあった市営土地改良事業（農業用用排水施

設整備事業・睦月地区）の計画の変更に平成２３年５月１１日同意した。

平成２３年７月１日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�愛媛県告示第８５４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年７月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８５７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２３年７月１日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�愛媛県告示第８５８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年７月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

介護員養成研修事業者
の名称又は氏名

介護員養成研修事業者
の所在地又は住所 研修の課程 指 定

年 月 日

社会福祉法人 香南会 高知県香南市赤岡町１１
６０番地１

訪問介護に
関する２級
課程

平成２３年
６月２２日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 桜井山路線
今治市国分６丁目甲５６６番４から

同市国分６丁目甲４２６番６まで
平成２３年７月１日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２３中局建（開）第１１号

平成２３年６月２２日
伊予郡松前町大字上高柳字新田５８２番１５

松山市中村四丁目６番２５号

西 岡 敏 浩

愛 媛 県 報平成２３年７月１日 第２２８０号

５８７
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�愛媛県告示第８６０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

津島町土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２３年７月１日

愛媛県南予地方局長 山 本 龍 典

�愛媛県告示第８５９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年７月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８６１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年７月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８６２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年７月１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 猪伏西谷線

上浮穴郡久万高原町西谷字高野９７９９番地先から

同字高野９８１９番地先まで
旧 ４．０～６．７ ０．１７７

上浮穴郡久万高原町西谷字高野９７９９番から

同字高野９８６３番３まで
新 ８．０～２７．０ ０．１８３

〃 柳谷美川線

上浮穴郡久万高原町日野浦４４５０番２地先から

同町日野浦４４５３番６地先まで
旧 ５．０～１１．８ ０．０９２

上浮穴郡久万高原町日野浦４４５０番２から

同町日野浦４４５３番６まで
新 １０．８～１９．６ ０．１０６

〃 〃

上浮穴郡久万高原町日野浦４６１２番３地先から

同町日野浦４６０９番２地先まで
旧 ５．８～１７．４ ０．１９３

上浮穴郡久万高原町日野浦４６１２番３から

同町日野浦４６０９番２まで
新 １３．１～３８．４ ０．１６１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 猪伏西谷線
上浮穴郡久万高原町西谷字高野９７９９番から

同字高野９８６３番３まで
平成２３年７月１日

〃 柳谷美川線
上浮穴郡久万高原町日野浦４４５０番２から

同町日野浦４４５３番６まで
〃

〃 〃
上浮穴郡久万高原町日野浦４６１２番３から

同町日野浦４６０９番２まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 蔵川大谷線
大洲市肱川町大谷３１５５番２地先から

同町大谷３１６０番５まで

旧 ４．０～１０．０ ０．０６２

新 ５．５～１４．０ ０．０６２

愛 媛 県 報平成２３年７月１日 第２２８０号

５８８
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公 告

�公 告

平成２２年度社団法人全国公営住宅火災共済機構の経営状況の

公表について

社団法人全国公営住宅火災共済機構理事長河崎広二から通知のあ

った平成２２年度社団法人全国公営住宅火災共済機構の経営状況につ

いて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６３条の２第３項の規

定により、次のとおり公表する。

平成２３年７月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事業実績

加入都道府県市区町村会員数 ６８２会員

加入戸数 ８８４，７３９戸

共済委託契約金額 ７，８７５，２６３，６０３千円

火災共済掛金 １，０６７，１１２千円

被災戸数 ３５５戸

火災共済給付金 ３２２，２５４千円

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８６３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年７月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８６４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年７月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９７号 大洲市肱川町宇和川４２８５番１

旧 １０．０～１１．０ ０．０１８

新 １１．５～１２．６ ０．０１８

〃 〃
大洲市肱川町宇和川４２９２番２から

同町宇和川４３２６番１まで

旧 １１．２～１７．２ ０．１２４

新 １３．０～２０．０ ０．１２４

〃 〃
大洲市肱川町宇和川４３２７番から

同町宇和川４３３２番２まで

旧 ９．０～１４．０ ０．０７８

新 ９．２～１４．０ ０．０７８

〃 〃
大洲市肱川町宇和川４３３２番２から

同町宇和川４３７０番地先まで

旧 １０．０～１８．５ ０．１２４

新 １４．０～４７．２ ０．１２４

〃 〃 大洲市肱川町宇和川４４６９番１

旧 １０．０～１４．０ ０．０３７

新 １１．０～１４．０ ０．０３７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 １９７号 大洲市平野町野田６１１番１ 平成２３年７月１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９７号 大洲市平野町野田６１１番１

旧 １６．０～１９．０ ０．０１８

新 １６．０～２６．６ ０．０１８

愛 媛 県 報平成２３年７月１日 第２２８０号

５８９
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選挙管理委員会告示

特定給付金 １７，９２５千円

復興建築助成戸数 １３２戸

復興建築助成金 ４３，５６８千円

住宅災害見舞戸数 ４８０戸

住宅災害見舞金 １６，４４０千円

住宅防火施設整備補助会員数 １６８会員

住宅防火施設整備補助金 ７６，８６９千円

２ 貸借対照表（平成２３年３月３１日現在）

� 資産の部

� 流動資産 ８１４，５３６千円

� 固定資産

ア 特定資産

� 異常危険準備金資産 ２，９６６，０４３千円

� その他特定資産 １，７８８，４０８千円

イ その他固定資産 ４４１，５８８千円

資産合計 ６，０１０，５７５千円

� 負債の部

� 流動負債 ９６４，８０２千円

� 固定負債 ３，０７３，８１９千円

負債合計 ４，０３８，６２１千円

� 正味財産の部

正味財産合計 １，９７１，９５４千円

負債及び正味財産合計 ６，０１０，５７５千円

�������
�公 告

生産事業者講習会の開催について

林業種苗法（昭和４５年法律第８９号）第１１条第１項の規定に基づき、

生産事業者講習会を次のとおり行う。

平成２３年７月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 開催の日時

平成２３年８月２６日（金） ９時

２ 開催の場所

上浮穴郡久万高原町菅生

愛媛県農林水産研究所 林業研究センター 展示研修施設 研

修室

３ 受講申込期限

平成２３年８月２３日（火）まで。ただし、郵送による場合は、同

日までの消印があるものは、受け付ける。

４ 受講申込書の請求先及び提出先

住所を所管する地方局森林林業課、支局森林林業課若しくは農

林水産部森林局森林整備課

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２３年７月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県選挙管理委員会告示第４０号
不在者投票のできる施設の指定（平成２２年２月愛媛県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２３年７月１日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

１ 省略

２ 介護老人保健施設

１ 省略

２ 介護老人保健施設

名 称 所 在 地 指定年月日 名 称 所 在 地 指定年月日

省略 省略

介護老人保健施設あ

すなろ

省略 介護老人保健施設あ

すなろ

省略

介護老人保健施設い

まばり光生園

今治市室屋町三丁目

２－１０

平成２３年７月１日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２３年３月２９日 ＮＰＯ法人
活き生きふれ愛えひめ 村 瀬 瑞 親 松山市西石井３丁目４番７号 この法人は、地域住民に対して、まちづくりの

推進事業、環境の保全を図る事業、子どもの健
全育成を図る事業を行い、人々が支え合い活力
に満ちたまちづくり推進に寄与することを目的
とする。

愛 媛 県 報平成２３年７月１日 第２２８０号

５９０



正 誤
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省略 省略

３ 省略 ３ 省略

�正 誤

平成２３年６月１７日付け第２２７６号目次中

�正 誤

平成２３年６月１７日付け第２２７６号愛媛県告示第７９２号（市営土地改良事業の施行の同意）

�正 誤

平成２３年６月１７日付け第２２７６号愛媛県告示第７９３号（市営土地改良事業の施行の同意）

ページ 箇 所 誤 正

５４８ 左欄
上から７行目 市営土地改良事業の施行の同意（２件） 削除

ページ 箇 所 誤 正

５４９

�愛媛県告示第７９２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、松山市から協議のあった市営土地改良事業（農業用道路整備
事業・睦月地区）の施行に平成２３年５月１１日同意した。

平成２３年６月１７日
愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

削除
（平成２１年６月１２日付け第２０７３号愛媛県告示第８２８号によ
り掲載済み）

ページ 箇 所 誤 正

５４９

�愛媛県告示第７９３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、松山市から協議のあった市営土地改良事業（農業用用排水施
設整備事業・睦月地区）の施行に平成２３年５月１１日同意した。

平成２３年６月１７日
愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

削除
（平成２１年６月１２日付け第２０７３号愛媛県告示８２９号により
掲載済み）

平成２３年７月１日 発行

愛 媛 県 報平成２３年７月１日 第２２８０号

５９１


